
負担区の末端管渠整備費（枝線工事費） 

負担区の地積 
×軽減措置＝単位負担金（円／㎡） 

  

 

 【第１負担区】設定年月日   昭和５５年 ３月２４日 

        徴収開始    昭和５６年 ６月 １日 

        面積      １７４ｈa    末端管渠整備費 １，８２６，８５６千円 

１，８２６，８５６千円 
単位負担金＝ 

１７４ｈa 
× １／５ ＝ ２０９円／㎡ 

  

 【第２負担区】設定年月日   昭和５８年１２月２６日 

        徴収開始    昭和５９年 ６月 １日 

        面積      ２１３ｈa    末端管渠整備費 ２，７６７，７１３千円 

２，７６７，７１３千円 
単位負担金＝ 

２１３ｈa 
× １／５ ＝ ２５９円／㎡ 

  

 【第３負担区】設定年月日   昭和６２年１２月２４日 

        徴収開始    昭和６３年 ６月 １日 

        面積      ２３０ｈa    末端管渠整備費 ３，２７４，３５９千円 

３，２７４，３５９千円 
単位負担金＝ 

２３０ｈa 
× １／５ ＝ ２８４円／㎡ 

  

 【第４負担区】設定年月日   平成 ５年１２月２０日 

        徴収開始    平成 ６年 ６月 １日 

        面積      １５０ｈa    末端管渠整備費 ２，２７３，５８４千円 

２，２７３，５８４千円 
単位負担金＝ 

１５０ｈa 
× １／５ ＝ ３０３円／㎡ 

  

 【第５負担区】設定年月日   平成１１年１２月２４日 

        徴収開始    平成１２年 ６月 １日 

        面積      １４２ｈa    末端管渠整備費 ２，３０２，５６８千円 

２，３０２，５６８千円 
単位負担金＝ 

１４２ｈa 
× １／５ ＝ ３２４円／㎡ 

  

 【第６負担区】設定年月日   平成１５年１２月２２日 

        徴収開始    平成１６年 ６月 １日 

        面積      １２０ｈa    末端管渠整備費 １，８７１，６３８千円 

１，８７１，６３８千円 
単位負担金＝ 

１２０ｈa 
× １／５ ＝ ３１２円／㎡ 

 

  《例》第６負担区に３３０㎡（約１００坪）の土地を所有しておられる方の 

     受益者負担金額は 

       ３１２円    ×   ３３０㎡    ＝  １０２，９６０円 

     （第６負担区単位負担金）       （土地の面積） 

  

      ※第 １ 期（初年度のみ）          ５，３００円 

       第２期以降    ５，１４０円×１９期＝ ９７，６６０円 

 


